
発 言 通 告 書           

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

■市バス事業の継続的発展 

市バス事業は鉄道空白地帯が 8割となる本市にとって、通勤や通学、買い物な

ど日常の移動手段として市民生活に不可欠な社会基盤である。そこで、街づく

りの観点から市バス事業が果たしてきた役割と交通局の経営改善に向けた取り

組みを伺い、市バス事業の今後について考えたい。 

 

■自転車の安全利用の促進 

令和 5年 4月 1日から道路交通法の改正により、全ての自転車利用者につい

てヘルメットの着用が努力義務となる。そこで、市民への周知と職員への対応

について伺う。 

 

■児童くらぶの充実を 

児童くらぶでは、利用する児童に適切な遊びと生活の場を与えて安全に保護

し、児童の健全な育成を図ることを目的に事業が展開をされている。利用する

児童が安心して児童くらぶで過ごせるよう、児童くらぶ児童支援員の人材確保

や人材の育成、児童くらぶの定員数、今年度から始まる夏休み中の昼食提供な

ど児童くらぶに関わる現状と課題を整理し、今後の児童くらぶの運営について

考えたい。 

 

方  式   ■総括方式   □一問一答方式 

答弁を求める者 市長、事業管理者、教育長、担当部長、など 

上記のとおり通告します。 

令和５年 ２月 ２７日 

伊丹市議会議長 加藤 光博 様 

                       伊丹市議会議員 やまぞの 有理 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

 

《 教 育 》 

 １ フリースクールについて 

   （ⅰ）市内小中学生の不登校者数の現状 

   （ⅱ）助成制度 

 

２ 小中学校９年一貫教育について 

  

 ３ 中学校選択制の導入について 

   （ⅰ）学業の観点から 

（ⅱ）部活動の観点から 

  （ⅲ）インクルーシブ教育の観点から 

 

 

 

方  式   □ 総括方式   ■ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長・副市長・教育長・担当部長 

上記のとおり通告します。 

令和５年２月２７日 

伊丹市議会議長 加藤 光博 様 

         伊丹市議会議員    



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

１令和５年度施政方針の（２） 安全・安心のまちづくり避難所環境の充実を受 

けて 

（１）人権 

（２）トイレ 

（３）福祉避難所 

２令和５年度施政方針の（３） デジタル改革を受けて 

（１）令和４年度策定伊丹市デジタル・トランスフォーメーション推進指針か 

ら「スマートシティ「いたみ」」について令和５年度に取り組むことについて 

（２）各公共施設利用に際しての申し込みについて 

（３）デジタル人材の育成・確保について 

３令和７年日本国際博覧会いわゆる２０２５年大阪・関西万博について 

（１）催事参加について 

（２）営業参加について 

（３）ＴＥＡＭ ＥＸＰＯ ２０２５への参加について 

（４）伊丹市立の小・中・高等学校や公私立の就学前施設の校外学習について 

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 

市長・副市長・総合政策部長・財政基盤部長・危機管理担当市長

付参事・デジタル戦略担当市長付参事・都市活力部長・学校教育

部長・こども未来部長 

上記のとおり通告します。 

令和５年２月２７日 

伊丹市議会議長 加藤 光博 様 

                      伊丹市議会議員 杉 一 



発言通告書           

 

（ 質 問 ）                                      

発 言 の 要 旨                

 

１、生活福祉資金の特例貸付（コロナ特例貸付）について 

       償還免除・猶予の状況、市の取り組み 

 

 

２、公共工事受注事業者・下請事業者の関係法令遵守について 

         市の発注者責任から、出来ることを考える 

 

 

３、重度障害者医療費助成制度について 

         阪神間他市並みに助成対象を拡大した場合の概算額 

         市の政策判断 

 

 

方  式 □総括方式     ■一問一答方式 

答弁を求める者 市長、教育長、関係部長など 

 

上記のとおり通告します。 

２０２３年２月２７日 

伊丹市議会議長  加藤 光博 様 

                      伊丹市議会議員  おおつる 求 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

１．外国人児童生徒の教育について 

（１）外国人児童生徒の現況と課題 

（２）日本語学習の取り組み 

 

 

２．市営住宅について 

（１）高齢入居者の実態 

（２）住環境の整備 

 

 

３．統合新病院について

 

（１）救急センターの施設機能

 

（２）来院者の動線計画 

 

 

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長・事業管理者・担当部長

 

上記のとおり通告します。 

令和５年２月２７日 

伊丹市議会議長    加藤 光博 様 

伊丹市議会議員  北原速男 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

   

１，住宅確保困難者への対応について 

① 市内での住宅確保要配慮者の実態はどうか 

② セーフティネット住宅情報は、伊丹市ではどのように公開されているのか 

必要な人が利用するには市内ではどこが窓口になっているのか 

③ 空き家活用はどの様に対応されるのか 

 

２，市営住宅の空き室の活用の対応は検討されたのか 

① 市営住宅での住人の高齢化などで自治会活動が衰退しているようだが 

実態はどうか 

② 高齢者対策も急ぐべきであるが、空き室利用で若者の住人を増やすことも 

急ぐべきではないか。他市の事例から伊丹市ではどのように考えるのか 

③ 尼崎市は市営住宅の建て替えを順次行っているが、伊丹市との違いは 

市民にどう説明するのか 

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長・教育長・関係部長 

上記のとおり通告します。 

２０２３年 ２月 ２７日 

伊丹市議会議長   加藤  光博 様 

                      伊丹市議会議員 久村 真知子 



発 言 通 告 書 

（ 質問 ） 

上記のとおり通告します。 

令和 5年２月 27日 

伊丹市議会議長 加藤 光博様 

                          伊丹市議会議員 齊藤真治 

発 言 の 要 旨                

１．伊丹市の公園及び道路等の利用について 

１） 公園及び道路等の利用と告知の在り方 

 ２）公園ＰＦＩの考え方 

 ３）健康づくりとなる公園の発信 

   

２．伊丹市の合葬墓について 

１）収容・収容量等及び供養の在り方 

２）現在の応募状況と今後の予想 

３) 広報の在り方 

   

３．健康フレイル政策について  

１）フレイルへの取り組みと今後の在り方 

２）健康チャージポイントの実績と今後の展開 

３）地域活動における健康体操等の推進 

  方  式 ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長及び関係部長 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

 

 

１．就学前施設の再編について 

複数園から園選択できる重要性について 

 

 

 

 

２．子どもの声を聴くということ 

・令和４年度 卒業証書授与式のあり方について 

・第３期子ども・子育て支援事業計画について 

・教育分野だけでなく様々な行政施策への子ども・若者の意見反映について 

・若者施策について 

・スクールカウンセラーについて 

・児童くらぶについて 

方  式 □ 総括方式   ■ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長、教育長、担当部長、など 

上記のとおり通告します。 

令和 ５ 年 ２月 ２７日 

伊丹市議会議長    加藤 光博  様 

                        伊丹市議会議員  高橋 有子 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

１．男女共同参画センターについて 

⑴ 利用者のほとんどいない講座等について 

⑵ 市民利用の無い相談事業について 

⑶ 事業と無関係な購入図書、公共施設に不適切な購入図書等について 

⑷ センター運営にこれまで費やした費用と成果について 

 

 

 

 

 

 

方  式  □総括方式  ■一問一答方式 

答弁を求める者 市長、担当部長 

上記のとおり通告します。 

令和 ５年 ２月２７日 

伊丹市議会議長  加藤 光博 様 

                      伊丹市議会議員  花田 康次郞 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

１. 園児の送迎バス実証実験結果と国の指針に対しての伊丹市の対応について 

 

２． ごみ収集委託事業にかかわる仕様書の内容と委託業者の選定方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者   関係部長 

上記のとおり通告します。 

令和 ５年 ２月 ２７日 

伊丹市議会議長 加藤 光博 様 

                      伊丹市議会議員 永松 敏彦 



発 言 通 告 書           

 

（質 問）                         

発 言 の 要 旨                

[１]ふるさと伊丹市の長所と短所についてとその対応策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方  式   ■ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者   市長、副市長、関係部長 

上記のとおり通告します。 

令和５年 ２月２７ 日 

伊丹市議会議長    加藤   光博  様 

                      伊丹市議会議員 新内 竜一郎 



発言通告書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

 

１、新庁舎でスタートした「スマート市役所」、「スマート窓口」について 

・「スマート窓口」導入の効果と、今後に向けた検証。 

・本市が描く「スマート市役所」の完成形とは。 

 

２、中学校における部活動の地域移行について 

・国の計画変更に伴い、本市の計画にどのような影響があったか。 

・来年度からの実証事業をどのように進めるか。 

 

３、パイプオルガン、カリヨンからみる国際交流について 

 

 

 

 

方  式   □ 総括方式   ■ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長、教育長、担当部長等 

上記のとおり通告します。 

２０２３年２月２７日 

伊丹市議会議長  加藤 光博 様 

                      伊丹市議会議員  保田 憲司 



発言通告書           

 

（ 質 問 ）                                             

発 言 の 要 旨                

１．母子家庭等医療費助成制度について 

・こども医療費助成の対象拡大に伴う移行状況 

    ・母子家庭等医療費助成における所得制限の緩和 

２．「伊丹市手話言語条例」施行から５年、その後の施策展開について 

・手話通訳者の配置状況 

・手話言語条例に基づく８つの施策の取り組み状況 

① 手話を学ぶ機会の確保 

② 手話を用いた情報発信 

③ 手話通訳を行う者等の養成 

④ 学校における手話の普及 

⑤ 事業者への支援 

⑥ 医療機関における手話の普及 

⑦ 災害時の対応 

⑧ 情報通信技術の活用 

３．公共施設におけるWi-Fi整備について 

・共同利用施設等デジタル環境整備事業と公衆Wi-Fi導入拡張事業について 

・各施設（支所・分室、啓発施設、多目的施設、展覧施設、図書館、 

地域福祉・高齢者施設、障がい者（児）・発達支援施設、スポーツ施設）の 

Wi-Fi整備状況とWi-Fi機器の貸し出し等の対応状況 

方  式 □ 総括方式   ■ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長・副市長・教育長・担当部長 

上記のとおり通告します。 

令和５年２月２７日 

伊丹市議会議長 加藤 光博 様 

伊丹市議会議員 川井田 清香 



発 言 通 告 書           

 

（ 質 問 ）                      

発 言 の 要 旨                

１ 待機児童の現状と対策 

・現在の待機児童数及び推移（R5.2.1現在 701人） 

・伊丹市の子育て施策と待機児童の年度内解消について 

・待機児童の原因と解消による市内での様々な効果 

・今後の解消に向けた計画 

・その他 

２ 施設開放事業について 

・施設開放の目的 

・利用者の範囲（小学校区内、市民利用、市外利用） 

・教室等、月謝が発生する団体の利用の可否 

・利用の可否の判断および責任者について 

・小学校、中学校の施設開放と小中学生の総利用時間 

・中学校部活動の地域移行について 

・その他 

 

方  式   □ 総括方式   □ 一問一答方式 

答弁を求める者 市長・副市長・関連部長等 

上記のとおり通告します。 

令和 ５ 年 ２ 月 ２７ 日 

伊丹市議会議長  加藤 光博  様 

                      伊丹市議会議員  佐藤 良憲 
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